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（改正の背景）日英独仏の男女間賃金格差（O E C D）

4

厚生労働省のこれまでの取組

• 昭和60年～ 男女雇用機会均等法に基づき、企業における募集・採用・配置・昇進に関する均等待遇の確保等を推進。

• 平成22年 男女間賃金格差の要因を分析（平成22年研究会報告）。役職や勤続年数の差異が、大きな要因となっていることを解明。

• 平成27年 女性活躍推進法に基づき、個々の企業における状況把握・目標設定・情報公表を通じ、女性活躍推進のPDCAサイクルを廻す取組を開始。
• 令和元年 女性活躍推進法を改正し、中小企業に適用拡大、状況把握を見直し（男女の賃金の差異を選択項目に追加）、情報公表を拡充（大企業は２項目公表）。

• 令和4年7月 女性活躍推進法に基づく省令を改正し、常用労働者数301人以上の事業主に対して、男女の賃金の差異の把握・公表を義務付け。

（参考：諸外国における近年の取組）

• イギリス：2017年 男女間賃金格差に関する情報公表を義務付け（労働者数250人超の官民の組織が対象）

• ドイツ ：2017年 男女の賃金の公平性に関する報告書の公表を義務付け（労働者数500人以上の会社が対象）
• フランス：2001年 男女間賃金格差を団体交渉事項に追加。 2018年 男女間賃金格差を含む男女平等指標の公表を義務付け（労働者数50人以上の企業が対象）

資料出所：OECD Stat.データ（各国のフルタイム労働者について男性と女性の賃金（中位数）の差を男性の賃金で除したもの）

（年）

（％）



✎ 行動計画の必須記載事項
▶目標（省令で定める項目に関連した定量的目標） ▶取組内容 ▶実施時期 ▶計画期間

✎ 情報公表の項目 （省令で規定）
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
について、

▶常用労働者数301人以上の事業主（義務） ①から男女の賃金の差異を含めた２項目以上と
②から１項目以上の計３項目以上を公表

▶常用労働者数101人以上300人以下の事業主（義務） ①及び②の全ての項目から１つ以上公表
▶常用労働者数100人以下の事業主（努力義務） ①及び②の全ての項目から１つ以上公表

▶ 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）。
▶ 地方公共団体（都道府県、市町村）は、上記基本方針等を勘案して、当該区域内における推進計画を策定（努力義務）。

１ 基本方針等

２ 事業主行動計画等

✎ 認定基準は、業種毎・企業規模毎の特性等に配慮し、省令で規定

（１） 企業においてPDCAサイクルを回すことを促し、女性活躍の取組を推進
⇒ 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、及びこれを踏まえた行動計画の策定・届出・社内周知・外部公表
※常用労働者数301人以上の事業主は、男女の賃金の差異の把握が義務化

（２） 女性の職業選択に資するよう、企業の情報公表を促進
⇒ 女性の活躍に関する情報公表

（３） 認定制度によるインセンティブの付与
⇒ 優良企業を認定し、認定マーク「えるぼし」「プラチナえるぼし」の利用を可能に

（４） 履行確保措置
⇒ 厚生労働大臣（都道府県労働局長）による報告徴収・助言指導・勧告、情報公表に関する勧告に従わなかった場合企業名公表

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律概要
（民間事業主関係部分）

赤字が改正事項（省令） 令和４年７月８日施行

改正後
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常用労働者数が101人以上の事業主は義務、100人以下の事業主は努力義務次の (1) ･ (2) について、



2．男女の賃金の差異の算出の留意点について



留意するポイント（情報公表が必要な３区分）
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「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の３区分での公表が必要です。

「全労働者」は、「正規雇用労働者」と「非正規雇用労働者」の合計、

「正規雇用労働者」は、期間の定めなくフルタイム勤務する労働者、

「非正規雇用労働者」は、パートタイム労働者（１週間の所定労働時間が同一の事業主

に雇用される通常の労働者（正規雇用労働者）に比べて短い労働者）及び有期雇用労働

者（事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者）をいいます。

派遣労働者は派遣元事業主において算出し、派遣先の事業主の算出対象の非正規雇用労
働者から除外します。

なお、個々の事業主において、更に詳細な区分により、男女の賃金の差異の公表を任意
で行うことは、何ら差し支えありません。



人員数の算出
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１．基本的な考え方

・男女で異なる数え方をしないこと。

・初回の公表以降、将来に向かって繰り返し行う公表を通じて一貫性ある方法を採用すること。

・人員数の数え方を変更する必要が生じた場合は、人員数の数え方を変更した旨及び変更した理由について
明記すること。

２．具体例

・一の事業年度の期首から期末までの連続する12か月の特定の日（給与支払日、月の末日その他）の労働者
の人数の平均を用いることが考えられます。

※この方法を用いる場合、人員数は勤務期間（勤務している月数）に応じて換算されていることに留意することが必
要。

・さらに、パート労働者について、正規雇用労働者の所定労働時間等を参考として、人員数を換算しても差
し支えありません。

３．出向者等の扱い

個々の事業主において、従前の情報公表の方法も踏まえつつ、実情に応じて適切な方法を採用することで
差し支えありません。ただし、男性・女性、正規雇用・非正規雇用で扱いは統一し、一貫性のある扱いをす
ることが必要です。



３．情報公表について



男女の賃金の差異の公表例
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男女の賃金の差異
（男性の賃金に対する女性の賃金の割合）

全労働者 XX.X％

正社員 YY.Y％

パート・有期社員 ZZ.Z％

該当者が存在しない区分（例え
ば、男女とも非正規雇用労働者を
雇用していない事業主や一方の性
別の非正規雇用労働者を雇用して
いない事業主においては非正規雇
用労働者の区分）については、
「－」で記載してください。（必
須）

算出の前提とした重要な事項を記載してください。
例えば、
・賃金から除外した手当がある場合には、その具体的な名称等
・正規雇用労働者、非正規雇用労働者については、個々の事業主における呼称等に即して、
どのような労働者が該当しているか

さらに、自社の実情を正しく理解してもらうために『説明欄』を有効活用してください。（詳細は後述）

対象期間：令和４事業年度（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）（必須）

賃金：基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。

正社員：出向者については、当社から社外への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。

パート・有期社員：期間工、パートタイマー、嘱託を含み、派遣社員を除く。

小数点第２位を四捨五入し、小数
点第１位まで表示（必須）

公表日：２０２３年４月２５日


